
５月３日は憲法記念日、日本国憲法

が施行されて６１周年の日でした。京

都で全国各地で、平和憲法の意義を確

認し憲法９条の大切さをアピールする

集会やパレードが行われました。

いま、アフガニスタンへの武力侵攻、

イラク戦争、自衛隊の海外派兵、相次

ぐ米兵と自衛隊員による犯罪・汚職事

件…国民の中に、「やっぱり憲法９条

は大切」との思いが広がっています。

イラク派兵は憲法違反
名古屋高裁で画期的判断

4月17日、名古屋高裁は、

「自衛隊イラク派兵差止訴訟」

の控訴判決で、航空自衛隊の

多国籍軍空輸は「憲法9条一

項に違反する」という画期的

判断を示しました。

判決は、首都バグダッドは

「イラク特措

法にいう『戦闘地域』に該当する」と強調。バグダッ

ドへの多国籍軍空輸は「他国による武力行使と一体化

した行動」「武力行使を禁止したイラク特措法に違反

し、憲法9条一項にも違反」としました。

また、平和的生存権についても「憲法上の権利とし

て認められる」とし、戦争に加担・協力を強制される

場合は、裁判所に救済を求める事が出来るとしました。

イラク帰還陸自隊員の自殺相次ぐ

アメリカ軍の6.2倍
防衛省は、イラク帰還自衛隊員で自殺者が陸自7人、

空自1人で合計8人であることを明らかにしました。

インド洋での乗員の自殺も起きています。

06年6月時点での帰還陸自隊員の自殺率は、アフ

ガニスタンやイラクで武力行使中の米陸軍の自殺率

の6.2倍にもなります。帰還隊員の命と健康を守るた

めにも派兵実態の全容を明らかにすべきです。

「そんなの関係ない」とイラク派兵違憲判
決に空自幕僚長が発言、「暇でもできたら読む」と

高村外相は発言し、憲法・司法軽視が大問題になっ

ています。防衛省トップの汚職事件、二日に一件の

懲戒処分、隊員による犯罪多発は、こうした幹部の

感覚とは無関係とはいえないのでは…。
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世論調査は大きく変化
「９条守れ」６割

「改憲反対」が「賛成」上回る
自らも改憲試案を発表している読売新聞が、1981年から行って

きた「憲法」世論調査で、「憲法改正反対」が１５年ぶりに「賛成」

を上回り、「憲法9条守れ」は6割になりました。（4月8日読売）

反対の理由はでは、「世界に誇る平和憲法だから」「基本的人権、

民主主義が保障されているから」等が多くなっています。




